
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債等
工作物減価償却累計額 未払金
船舶 未払費用
船舶減価償却累計額 前受金
浮標等 前受収益
浮標等減価償却累計額 賞与等引当金
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他
その他減価償却累計額 【純資産の部】
建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）
土地 他団体出資等分
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定

物品
物品減価償却累計額

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資及び出資金

有価証券
出資金
その他

投資損失引当金
長期延滞債権
長期貸付金
基金

減債基金
その他

その他
徴収不能引当金

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他

徴収不能引当金

繰延資産

-

-
45,419

4,023,467
-

3,498,990

41,923

4,520,589
497,122

27,857,711 5,370,511
23,169,349 4,564,235

405,652

【様式第１号】

科目 科目 金額金額

全体貸借対照表
（令和3年3月31日現在）

-

△ 15,765,479 759,876
1,682,855 646,598

17,835,007 -
3,019,280 400,625
3,528,112

-

177,428 -

16,344

-
26,389,737

62,479
- 34,460

△ 1,020,425

30,032,218

-

△ 5
負債合計

- -
- -

-

6,130,387

-

12,038

-
△ 795,546

-

△ 10,823,540
-
-

236,377
△ 42,749

15,448,382

△ 4,805,904
927

5,007,937

95,691

1,121,952

15,802

4,688,362

-
-

79,889
-

29,937

△ 3,274

577,142

2,879,926
-

-
-

-
2,879,926

資産合計 負債及び純資産合計 31,356,701
純資産合計 25,226,314-

31,356,701

金額を編集する場合は、

シート下部のグループを展開の上、
そちらの金額を編集してください。



自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

（単位：千円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

投資損失引当金繰入額

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

【様式第２号】

全体行政コスト計算書

科目 金額

192,262

7,585,412

3,829,574

1,114,686

847,659

-

243,059

310,575

10,924

2,595,008

62,003

12,762

369,927

119,880

57,329

3,274

59,277

3,755,838

3,354,955

7,053,771

389,959

531,641

1,305,499

221,066

1,046,450

7,421,352

81,712

288,132

-

83

2,346

2,346

-

-

金額を編集する場合は、

シート下部のグループを展開の上、
そちらの金額を編集してください。



自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

（単位：千円）

前年度末純資産残高 29,784,437 △ 4,586,615 -

純行政コスト（△） △ 7,421,352 -

財源 7,018,228 -

税収等 4,386,032 -

国県等補助金 2,632,196 -

本年度差額 △ 403,124 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 183,836 183,836

有形固定資産等の増加 1,041,220 △ 1,041,220

有形固定資産等の減少 △ 1,219,116 1,219,116

貸付金・基金等の増加 266,465 △ 266,465

貸付金・基金等の減少 △ 272,405 272,405

資産評価差額 -

無償所管換等 431,617

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 - 0

本年度純資産変動額 247,781 △ 219,289 -

本年度末純資産残高 30,032,218 △ 4,805,904 -

0

-

-

431,617

【様式第３号】

全体純資産変動計算書

25,197,822

△ 403,124

余剰分
（不足分）

固定資産
等形成分

28,492

25,226,314

他団体出資等分
合計科目

△ 7,421,352

7,018,228

4,386,032

2,632,196

-

金額を編集する場合は、

シート下部のグループを展開の上、
そちらの金額を編集してください。



自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

（単位：千円）

経常費用
業務費用

人件費 　
職員給与費
賞与等引当金繰入額
退職手当引当金繰入額
その他

物件費等
物件費
維持補修費
減価償却費
その他

その他の業務費用
支払利息
徴収不能引当金繰入額
その他

移転費用
補助金等
社会保障給付
その他

経常収益
使用料及び手数料
その他

純経常行政コスト
臨時損失

災害復旧事業費
資産除売却損
投資損失引当金繰入額
損失補償等引当金繰入額
その他

臨時利益
資産売却益
その他

純行政コスト
財源

税収等
国県等補助金

本年度差額
固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加
有形固定資産等の減少
貸付金・基金等の増加
貸付金・基金等の減少

資産評価差額
無償所管換等
他団体出資等分の増加
他団体出資等分の減少
その他

本年度純資産変動額
前年度末純資産残高
本年度末純資産残高

【様式第２号及び第３号】

全体行政コスト及び純資産変動計算書

3,755,838
3,354,955

243,059

389,959
10,924

531,641
310,575

金額科目

119,880
57,329
3,274

59,277

1,046,450
-

7,585,412
3,829,574
1,114,686

847,659
62,003
12,762

192,262
2,595,008
1,305,499

221,066
7,053,771

369,927
81,712

288,132

余剰分（不足分）
金額

-
83

2,346

-

7,018,228 7,018,228 -

他団体出資等分
2,346

-
7,421,352 7,421,352

4,386,032 4,386,032 -

△ 183,836 183,836

-
固定資産等形成分

2,632,196 2,632,196 -
△ 403,124 △ 403,124 -

△ 272,405 272,405
- -

1,041,220 △ 1,041,220
△ 1,219,116 1,219,116

266,465 △ 266,465

- -
0 - 0

431,617 431,617
- -

25,226,314 30,032,218 △ 4,805,904 -

28,492 247,781 △ 219,289 -
25,197,822 29,784,437 △ 4,586,615 -



自　令和2年4月1日

至　令和3年3月31日

（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出

業務費用支出
人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
その他の支出

業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

臨時支出
災害復旧事業費支出
その他の支出

臨時収入
業務活動収支
【投資活動収支】

投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出

投資活動収入
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

投資活動収支
【財務活動収支】

財務活動支出
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債等発行収入
その他の収入

財務活動収支

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高

-

1,310,889

577,142

2,238,931

3,200
42

707,756

35,989

42,294

△ 603,133

5,268,833
△ 5,234,372

34,460

322,682
214,866
85,672
85,672

-

本年度資金収支額

【様式第４号】

全体資金収支計算書

10,924

6,522,180
2,766,343
1,097,603
1,556,607

科目 金額

57,329
54,804

3,755,838
3,354,955

389,959

7,092,158
4,315,679

本年度末資金残高 542,681
前年度末資金残高 619,216

484,305

399,362
267,926

-

△ 76,535

263,224
-

4,479

612,606

1,044,424

612,606
-

654,900
654,900

-

金額を編集する場合は、

シート下部のグループを展開の上、
そちらの金額を編集してください。



注記

１. 重要な会計方針
（１）有形固定資産等の評価基準及び評価方法

① 有形固定資産
取得原価
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
ア 昭和 59 年度以前に取得したもの

再調達原価
ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。

イ 昭和 60 年度以後に取得したもの
取得原価が判明しているもの

取得原価
取得原価が不明なもの

再調達原価

② 無形固定資産
原則として取得原価
ただし、取得原価が不明なものは、再調達原価としています。

（２）有価証券等の評価基準及び評価方法
① 満期保有目的有価証券

償却原価法（定額法）

② 満期保有目的以外の有価証券
ア 市場価格のあるもの

会計年度末における市場価格（売却原価は移動平均法により算定）
イ 市場価格のないもの

取得原価（又は償却原価法（定額法））

③ 出資金
ア 市場価格のあるもの

会計年度末における市場価格（売却原価は移動平均法により算定）
イ 市場価格のないもの

出資金額

（３）有形固定資産等の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除きます。）

定額法を採用しています。

② 無形固定資産（リース資産を除きます。）
定額法を採用しています。

（４）引当金の計上基準及び算定方法
① 徴収不能引当金

② 退職手当引当金

ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1
円としています。

長期延滞債権については、過去3年間の平均不納欠損率により（又は個別に改修可
能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。

（ソフトウェアについては、庁内における見込利用期間（5年）に基づく定額法に
よっています。）

未収金については、過去3年間の平均不納欠損率により（又は個別に改修可能性を
検討し）、徴収不能見込額を計上しています。

退職手当債務から組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職
手当として支給された額の総額を控除した額に、組合における積立金額の運用益
のうち当該団体へ按分される額を加算した額を控除した額を計上しています。



③ 損失補償引当金

④ 賞与引当金

（５）全体資金収支計算書における資金の範囲

（６）その他財務書類作成のための基本となる重要な事項
① 消費税の会計処理

税込方式を採用しています。

② 物品及びソフトウェアの計上基準

ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。

２．重要な会計方針の変更等
（１）会計方針の変更

重要な会計方針の変更はありません。

（２）資金収支計算書における資金の範囲の変更
資金収支計算書における資金の範囲の変更はありません。

３．重要な後発事象
該当する事象はありません。

４．偶発債務
該当する事象はありません。

５．追加情報
（１）対象範囲（対象とする会計名）

一般会計
国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）
下水道事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
水道事業会計（公営企業会計）

（２）出納整理期間

（３）表示単位未満の取扱い

（４）売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです。
該当する資産はありません。

履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健
全化に関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上して
います。

千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

翌年度6月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額
の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上していま
す。

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（3カ月以内の短期投資など）を資金
の範囲としています。なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引に
より発生する資金の受払いを含んでいます。

物品については、取得価額又は見積価格が 50 万円（美術品は 300 万円）以上の
場合に資産とし て計上しています。

財務書類の作成基準日は、会計年度末（3月31日）ですが、出納整理期間中の現金の受
け払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としております。（地方自治体
法第235条の5「普通地方公共団体の出納は、翌年度の5月31日をもって閉鎖する。」）

ただし、水道事業会計における財務書類の作成基準日については、会計年度末（3月31
日）としております。


